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⚫ 電波は有限希少な国民共有の財産であり、電波の公平かつ能率的な利用が必要。
➢ 電波は相互に干渉するため、場所、時間、周波数との関係で有限希少。

⚫ 我が国は国土が狭く人口が稠密なため、電波も稠密かつ効率的に利用することが必要。
➢ 電波は利用目的以外の場所にも到達することがあるため、混信防止が必要。

電波の利用とアマチュア無線について 1

電波の利用について

⚫ 国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則（国際条約）に基づき、電波法令により
「金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、
通信及び技術的研究の業務を行う」ものと定義されている。

⚫ アマチュア無線は、世界中の人との交信や無線技術への興味による趣味として行われてき
たが、近年、社会貢献活動での活用、ワイヤレス人材育成、無線技術の実験・研究開発の
促進など、地域社会や社会全体、電波の有効利用の推進全体への貢献が期待されている。

アマチュア無線について

⚫ アマチュア無線局を開設・運用するためには、無線従事者免許と無線局免許が必要。
⚫ 日本、豪州、中国、韓国は、それぞれ付与されるが、米国等では一体的に付与。
⚫ アマチュア無線局の免許にあたっては、無線局が発射する電波によって重要無線通信など

他の無線局に妨害を与え国民の生命・財産に被害を与えないように、その無線設備が技術
基準に合致すること等を、メーカー等が製造時等に行う技術基準適合証明等、国や登録検
査等事業者による検査等または保証認定等により確認することが必要。

アマチュア無線局免許制度について



日本 米国 中国 ドイツ

国土面積 約37.8万㎢ 983.4万㎢
（日本の約26倍）

約960万㎢
（日本の約25倍）

約35.8万㎢
（日本の約0.9倍）

人口 1億2622.7万人
（2020年10月総務省
統計局）

3億3,006万人
（2021年1月米国国勢調
査局）
（日本の約2.6倍）

約14億3,378万人

（日本の約11.4倍）

約8,352万人

（日本の約0.7倍）

2008年(1億2,808万
人)をピークに減少

増加 増加 ー

人口密度 334人／㎢ 34人／㎢
（日本の約１割）

149人／㎢
（日本の約４割）

234人／㎢
（日本の約７割）

アマチュア無線
局数（参考値）

約38.2万局 約78.0万局 約17.4万局 約7.1万局

１㎢あたり 約1.01局 約0.08局 約0.02局 約0.20局

人口1,000人あたり 約3.03局 約2.36局 約0.12局 約0.85局

日米中独のアマチュア無線局数と面積・人口あたりの数

○日米中独のアマチュア無線局数と人口1,000人あたり、１㎢あたりのアマチュア無線局数

• 我が国は、国土が狭く人口稠密な中で、電波も稠密に利用されている。
• アマチュア無線局数は日本よりも米国の方が多いが、人口あたり、面積あたりのアマチュ
ア無線局は、日本の方が多い。

• なお、人口あたりのアマチュア無線局数は、主要国の中で日本が最も多い。
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（国土面積・人口等：総務省統計局「世界の統計2021」等より作成）
（アマチュア無線局数：主管庁及びアマチュア無線団体ＨＰ等より作成）



総務省のこれまでのアマチュア無線振興の取組 3

直近の制度改正

社会貢献活動での活用

無資格者の体験機会の
拡大

デジタルデータ通信の
免許手続の簡素化

多様なデジタル通信の実験・研究に取り組みやすいよう、
新たな通信方式の免許手続きを制度改正(令和2年4月) に
より、簡素合理化。

無線技術の実験・研
究開発の促進

利用シーンの拡大

ワイヤレス人材育成

アマチュア無線の地位向上を図るため、
アマチュア無線が利用できる範囲を制度改正(令和3年3月)
により明確化。災害などのボランティア活動や地域イベ
ント等、国や地方公共団体等の施策で共助を背景とする
地域活動での利用が可能。

身近にアマチュア無線を体験できるように、また、
科学技術や無線技術に対する理解と関心を深めるため、
有資格者の監督下で無資格者が体験できる機会を制度改
正により拡大。臨時体験局制度(令和2年4月) 、家族及び
学校での小中学生体験運用制度(令和3年3月) 。

（社会やアマチュア無線の変化を踏まえて、令和2年4月、令和3年3月に制度改正）

• アマチュア無線をより活用しやすい制度・環境を実現することは、将来の技術研究、開発
に携わるワイヤレス人材やＩoＴ人材の育成等につながると考えられることから、
総務省は、アマチュア無線振興のための取組を継続的に実施してきた。



アマチュア無線人材の養成について 4

• アマチュア無線従事者の養成課程（講習会形式）は、各地で様々な民間団体が参入して、
各団体の創意工夫を生かした取組が行われている。また、受講料についても各団体がそれ
ぞれ任意に設定している。

○主な養成課程の実施団体等（第四級アマチュア無線技士）

※()は、無線従事者免許申請手数料(1,750円)を含む金額。

実施団体 受講料

一般財団法人日本アマチュア無線振興協会 一般（19歳以上） 21,400円 （23,150円）

18歳以下 8,100円 （9,850円）

株式会社キューシーキュー企画 一般 19,750円 （21,500円）

20歳未満 12,050円 （13,800円）

16歳未満 9,450円 （11,200円）

株式会社ラジオテック － 9,000円 （10,750円）

学割（18歳未満） 6,000円 （7,750円）

ＮＰＯ法人ラジオ少年 19歳以上 15,000円 （16,750円）

19歳未満 1,000円 （2,750円）



総務省のこれまでのアマチュア無線振興の取組（事例１） 5

社会貢献活動での活用 リーフレット• 令和3年3月改正

（総務省報道資料）



総務省のこれまでのアマチュア無線振興の取組（事例２） 6

無資格者の体験機会の拡大

（総務省報道資料）

• 令和3年3月改正



年月日 媒体 概要

2021年5月31日(月) 産経新聞 • アマチュア無線会員増

• 27年ぶり、人気復調兆し

• 巣ごもりや規制緩和追い風に

2021年5月31日(月) フジテレビ
（Live newsイット！）

• 27年ぶりアマチュア無線会員増

• “趣味の王様”巣ごもりが追い風

2021年7月10日(土) 日本経済新聞（夕刊1面） • 無線・文通・・・アナログ復権

2021年10月14日(木) ＮＨＫ
（ニュースシブ5時）

• 人気再燃！？アマチュア無線

アマチュア無線への期待 7

• 代表的なアマチュア無線家団体※の会員が27年ぶりに増加。
※一般社団法人日本アマチュア無線連盟（JARL）

• 最近、アマチュア無線がメディア等で取り上げられることが増えている。
• コミュニケーションの手段として、また、災害時等の非常通信での活用が注目されている。

○アマチュア無線が取り上げられた主なメディア（事例）



⚫ 「デジタル変革時代の電波政策懇談会」（昨年(令和2年)11月から開催）において、「デジ
タル変革時代に求められるワイヤレス人材の在り方」について議論。

⚫ アマチュア無線を活用したワイヤレス人材の育成等の観点から、アマチュア無線をより活
用しやすい制度・環境の実現に向けて、検討を進める。

総務省のこれまでの検討 8

デジタル変革時代の電波政策懇談会

• 代表的なアマチュア無線家団体に検討に御参画いただき、その具体的な御意見等を踏まえて、有識者や
関係者による検討会を開催して議論していく。

• アマチュア無線を取り巻く我が国の社会環境や電波利用状況等の変化、無線機器の市場・技術動向等の
変化、各国の制度やその社会環境、さらには電波法の目的等を踏まえて、日本のアマチュア無線に適し
た、より自由で試行錯誤がしやすい実験・研究環境の実現、未来を担う青少年などの初心者にとってア
マチュア無線を始めやすくなるような環境の整備などを検討。

【デジタル変革時代の電波政策懇談会報告書】 令和2年11月～開催 令和3年7月1日～意見募集 令和3年8月31日公表

【デジタル変革時代の電波政策懇談会報告書・意見募集の結果】 令和3年8月31日公表

• ワイヤレス人材やデジタル人材の育成、無線技術の実験・研究開発の促進といった観点から、より自由
で試行錯誤がしやすい実験・研究環境の実現、無線従事者資格取得から無線局の開設・運用までの手続
の迅速化など、アマチュア無線をより活用しやすい制度・環境の実現に向けて、アマチュア無線に係る
免許・制度などの各制度の在り方について･･･検討を進める必要。

• 教育研究機関などにおける、教育、研究、実験などでのアマチュア無線の活用がより一層図られるよう、
検討を進める必要。



今後の取組について

⚫ アマチュア無線を活用したワイヤレス人材やＩoＴ人材の育成は、ＩoＴや無線技術の知見、
国際コミュニケーション能力の向上を図る有効な手段となり得ることから、重要な取組で
ある。一方、アマチュア無線人口は減少傾向であり、今後も、様々な取組を通じて、アマ
チュア無線の振興やアマチュア無線をより活用しやすい環境を整えていく必要がある。

⚫ 電波は有限希少な国民共有の財産であり、電波の公平かつ能率的な利用が必要である。
我が国は国土が狭く人口が稠密なため、電波も稠密かつ効率的に利用することが必要であ
る。社会・経済のデジタル変革によりSociety5.0の具現化の進展が想定されるところ、今後、
様々なＩoＴ無線機器が増えるなど、電波の利用は、飛躍的に拡大すると見込まれている。

⚫ このような状況の中、すべての電波利用者に関わる課題等として、以下のような状況も踏
まえて検討する必要がある。
➢ 適格な者により無線設備が技術基準に合致すること等を確認しない場合、携帯電話・スマート

フォン、ドローンや自動運転車などを始め、航空関係、医療機関、工場や工事現場等の国民の生
命や生活に関わる無線局に有害な混信等を与え、社会的に影響を生じる可能性がある。

➢ アマチュア無線局のように比較的大電力の無線局※は、放送の受信や重要無線通信など、他の無線
局に有害な混信等を与えやすく、社会的に影響を生じる可能性がある。（免許等を受けている無
線局だけでも、その99％が空中線電力1W以下となっている。）
※空中線電力10Wを超える無線局(特定無線局除く)の71%がアマチュア無線局である。

⚫ 総務省において、代表的なアマチュア無線家団体にも御参画いただき、有識者や関係者の
御意見も賜りつつ、ワイヤレス人材やＩoＴ人材の育成にも資するアマチュア無線の在り
方を検討していく予定。
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